
海上自衛隊訓令第１８号

自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第３２条の規定に基づき、防備隊

の編制に関する訓令を次のように定める。

昭和４６年６月２３日

防衛庁長官 中曾根 康 弘

防備隊の編制に関する訓令

防備隊の編制に関する訓令（昭和３３年海上自衛隊訓令第２５号）の全部を改正

する。

（編制）

防備隊は、防備隊本部（以下「本部」という 、警備所及びミサイル艇第１条 。）

隊をもつて編成する。ただし、本部以外の部隊の一部を編成に加えないことがで

きる。

２ 警備所及びミサイル艇隊の編制は、別に定めるところによる。

（司令及び副長）

防備隊の長は、防備隊司令（以下「司令」という ）とする。第２条 。

２ 司令は、１等海佐をもつて充てる。

３ 司令は、地方総監の指揮監督を受け、防備隊の隊務を統括する。

４ 防備隊に、副長１人を置くことができる。

５ 副長は、司令を助け、司令に事故があるとき、又は司令が欠けたときは、司令

の職務を行う。

（本部）

本部に、次の４科及び通信所を置く。ただし、ミサイル艇隊を編成に加え第３条

ない防備隊にあつては、本部に整備科を置かない。

総務科

防備科

補給科

整備科

（総務科）

総務科においては、次の事務をつかさどる。第４条

(1) 文書及び統計に関すること。

(2) 隊員の人事に関すること。

(3) 本部の諸施設の運用に関すること（防備科及び通信所の所掌に属するものを

除く 。。）



(4) 本部の警備及び当直勤務に関すること。

(5) 隊員の福利厚生に関すること。

(6) 隊員の保健衛生に関すること。

(7) 隊員の被服の支給及び交換に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関

すること。

（防備科）

防備科においては、次の事務をつかさどる。第５条

(1) 沿岸海域の安全確保に関すること。

(2) 防備隊の部隊の運用に関すること。

(3) 沿岸防備に必要な調査及び情報並びに秘密の保全に関すること。

(4) 機雷その他の海上における危険物の探知及び処分に関すること。

（補給科）

補給科においては、次の事務をつかさどる。第６条

(1) 経費及び収入の会計に関すること。

(2) 物品の取扱いに関すること。

(3) 隊員の給食及び栄養管理に関すること。

（整備科）

整備科においては、ミサイル艇の整備に関する事務をつかさどる。第７条

（通信所）

通信所においては、通信施設の運用に関する事務をつかさどる。第８条

（科長及び所長）

科に科長を、所に所長を置く。第９条

２ 科長及び所長は、司令の命を受け、科務又は所務を掌理する。

（分隊）

、 、 、 、第１０条 司令は 本部の隊員をもつて 規律の維持 隊員の身上取扱い等のため

分隊１以上を編成することができる。

（委任規定）

この訓令に定めるもののほか、防備隊の内部組織に関し必要な事項は、第１１条

海上幕僚長が定める。

附 則

この訓令は、昭和４６年７月１５日から施行する。

（昭和４７年１月２７日海上自衛隊訓令第１号基地隊の編制に関する附 則

訓令等の一部を改正する訓令第１５条）

この訓令は、昭和４７年２月１日から施行する。

（昭和４８年４月１６日海上自衛隊訓令第２１号通信隊の編制に関す附 則



る訓令等の一部を改正する訓令第６条）

この訓令は、昭和４８年４月１６日から施行する。

（昭和４９年４月１０日海上自衛隊訓令第１４号通信隊の編制に関す附 則

る訓令等の一部を改正する訓令第７条）

この訓令は、昭和４９年４月１１日から施行する。

（昭和６２年６月２９日海上自衛隊訓令第２６号）附 則

この訓令は、昭和６２年７月１日から施行する。

（平成５年３月１９日海上自衛隊訓令第６号自衛隊法施行令の一部を附 則

改正する政令の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令第４条）

この訓令は、平成５年３月２２日から施行する。

（平成６年９月３０日防衛庁訓令第４９号船舶の造修等に関する訓令附 則

等の一部を改正する訓令第４条）

この訓令は、平成６年１０月１４日から施行する。


